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はじめに

世田谷区では、昭和５７年より梅ヶ丘駅周辺地区を対象にし
て、「誰もが安心して暮らせて、誰もが地域社会の新しい文化
活動に参加できるまちづくり」を「ふれあいのあるまちづくり」
として進めてきました。そして、この取組みを「やさしいまちづ
くり」として今日まで受け継いできました。

この間、「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例（現ユニバー
サルデザイン推進条例）」では、梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅
周辺地区を「福祉的環境整備推進地区（現ユニバーサルデザイ
ン環境整備推進地区）」として指定し、ユニバーサルデザイン
の考え方に基づく整備を進めてきました。

そして、この度、「世田谷区都市整備方針」において、梅ヶ
丘駅周辺地区を新たに「保健福祉の街づくり重点ゾーン」に位
置づけました。今後、保健医療福祉の全区的な拠点としての整
備にあわせて、ユニバーサルデザインによる街づくりを重点的
に進めていきます。

建築物の新築・増築・改修、道路や公園などの新設・改修の
際には、これまで取り組んできた「やさしいまちづくり｣ を継
承し、一体性のある街づくりを進めるために、ここに「梅ヶ丘
駅～豪徳寺駅・山下駅界わい街づくりデザイン指針」を作成し
ました。

これからも、この界わいの街づくりにおいて、この指針を参
照しながら、区民とともにつくりあげてきた「やさしいまちづ
くり」を将来にわたり引き継いでいきます。

平成２７年４月

世田谷区
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これまでの梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅界わいに
おける街づくり

①ふれあいのあるまちづくり （昭和５７年～昭和６１年）

梅ヶ丘駅北口付近には、様々な公共施設が集まっていました。これらの公共施設

を中心に利用しやすく、美しい街をつくることができる可能性が高いこと、住民の

ボランティア活動、町会や商店会の活動、その他住民の活動が活発であったことか

ら、「ふれあいのあるまちづくり」が始まりました。

この取組みの中では、「誰もが安心して暮らせて、誰もが地域社会の新しい文化

活動に参加できるまちづくり」のために、計画段階から住民と区が一緒に検討し、

「やさしい道づくり」として、梅丘中学校と都市計画道路である補助１５４号線部

分を一体的に整備しました。

１

梅丘中学校と補助１５４号線を一体的
に整備したみち。



２

②やさしいまちづくり（昭和６２年～平成５年）

「ふれあいのあるまちづくり」で、住民と区が一緒に計画をつくるために続けて

きた「ふれあいのあるまちづくり定例会」において、誰もが安全で快適に歩ける歩

道づくりの提案がなされました。

・電柱などの占用物を整理する

・通行できる幅（有効幅員）を広く確保する

・段差をなくす

・楽しく歩けるように色彩や形状をデザインする

この提案は引き続き、「やさしいまちづくり」として、梅ヶ丘駅周辺の街づくり

に反映されました。



３

③ユニバーサルデザイン環境整備推進地区（平成１１年～）

「ふれあいのあるまちづくり」や「やさしいまちづくり」を進めてきた梅ヶ丘駅周

辺地区を豪徳寺駅・山下駅周辺まで拡大し、平成１１年に「世田谷区福祉のいえ・ま

ち推進条例（現世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例）」に基づく「福祉的環境整

備推進地区（現ユニバーサルデザイン環境整備推進地区）」に指定しました。

リーディングライン※の整備、ワークショップによる駅前サインの整備、商店街と

協働の取組みに努め、「やさしいまちづくり」を推進してきました。

※ リーディングライン

視覚障害者が識別若しくは認識できる誘導線のことで、世田谷区では視覚障害者誘

導用ブロックの幅を半分程度に狭くしたものを北沢川緑道の一部や松陰神社通りなど

に敷設しました。



４

④豪徳寺駅周辺地区 地区街づくり計画（平成１８年～）

豪徳寺駅周辺は、小田急線の連続立体交差事業を契機として住民参加による街づく

りを進め、平成１８年４月に「世田谷区街づくり条例」に基づく「豪徳寺駅周辺地区

地区街づくり計画」を策定しました。本地区では、「防災や防犯に配慮した、安全で

安心して暮らせる街」、「個性とうるおいをもった誰もが住みよい街」、「人々が行

きかい、にぎわいを持った活気ある街」を街づくりの目標としています。

建設行為を行う場合は、ガイドラインに基づき街づくりにご協力いただくとともに、

「世田谷区街づくり条例」に基づく届出が必要となります。



５

⑤世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例（平成１９年～）

昭和５７年より住民、事業者、関係団体、区と協働して、社会の様々なバリアをな

くす施策を進め、平成７年に「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」を制定しました。

一定規模以上の建築物、道路や公園などの建設行為の際は、この条例の基準に適合す

ることを努めとしており、平成９年より届出制度を開始しました。

その後、平成１９年に「世田谷区福祉のいえ・まち推進条例」の理念を継承して発

展させ、新たに「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」を制定しました。条例に

基づき、社会における様々な障壁をなくすにとどまらず、すべての住民の基本的人権

が尊重され、自らの意思で行動し、あらゆる分野の活動に参加することができる社会

を築くため、ユニバーサルデザインに基づく取組みを推進してきました。さらに、届

出制度を充実させたことで、整備を行う上での水準があがり、ユニバーサルデザイン

の考え方に基づく整備が街全体へと広がってきました。



案内板等が突出する場合は、案内板の
下端の位置が地上から２．５ｍ以上の
高さとなるように設置する。

６

歩道の有効幅員は、車いす使用者どう
しが安心してすれ違えるように、原則
として２．０ｍ以上確保する。

有効幅員の考え方

案内板等が通路に突出する場合の例

２．５ｍ以上

道
路
境
界

歩道へのはみ出し禁止

防護さく

歩道の有効幅員
２．０ｍを確保

建築限界の確保

高さ＝２．５ｍ以上

植樹帯、占用物等
又は自転車走行間

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
施設整備マニュアル（平成２６年度）
Ｐ２９３ 参照

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
施設整備マニュアル（平成２６年度）
Ｐ２１３ 参照

ユニバーサルデザイン推進条例 基準の解説の例



本指針の位置づけ

「梅ヶ丘駅周辺地区」は、「世田谷区都市整備方針」の中で「保健福祉の街づくり

重点ゾーン」として、また、「梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅周辺地区」は、同方針の

第二部「地域整備方針」の中で、「アクションエリア」として位置づけられており、

ユニバーサルデザインによる街づくりを重点的に進める地区としています。

この位置づけをもとに、「梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅界わい」の対象エリアを定

め、これまでの「やさしいまちづくり」を継承し、一体感を持つ街づくりを進めてい

く際のガイドラインとして、本指針を定めます。

建設行為（建築物の新築・増築・改修、道路や公園などの新設・改修）を行う方は、

この指針を踏まえ、設計や施工への反映にご協力をお願いします。

なお、次の建設行為においては、計画が変更可能な時期に世田谷区への事前調整を

必ず行ってください。

対象とする建設行為

１ 世田谷区街づくり条例第３１条の建築構想の届出を必要とする建築物の建築

（敷地面積３０００㎡以上又は延べ床面積５０００㎡の建築物の建築）

２ 次にあげる官公庁が行う建設行為

・道路の新設及び補修以外の改修

・公園の新設及び補修以外の改修

・街づくりへの影響が大きいと判断される建設行為

（例：公共施設の新築、サイン柱の新設）

７



対象範囲（道路、鉄道、公園の敷地境界までとする）

赤堤二丁目１～６番

梅丘一丁目３１～４６番

豪徳寺一丁目３４～５６番

松原六丁目１～１９番、２２～３１番、３３～４３番

羽根木公園

８

対象エリア

平成２７年４月 現在



本指針の活かし方

本指針は、これまでの「やさしいまちづくり」から継承されてきたデザインを７
つのデザインコードとしてまとめました。
この７つのデザインコードを活かして、設計、施工を進めてください。

以下に、デザインコードの見方について、説明します。

９

左ページは、街の歴史や「やさし
いまちづくり」での取組み例など、
現況の魅力とその効果を解説して
います。

右ページは、デザインコードとそれ
を活かした整備の事例や全体イメー
ジを解説しています。

今までつくられてきた
界わいの魅力的な場所
を写真と文章で説明し
ています。

丸い枠の文章は、界わい
の魅力について、その理
由と街づくりでの効果を
説明しています。

イメージイラストは、例えば
こんな街づくりができること
を示しています。

デザイン
コードの解
説や設計に
活かす事項
を文字とイ
ラストで説
明していま
す。



１０

７つのデザインコード
～「やさしいまちづくり」をつなげるために～

１．みどり

～多様性のあるみどりの創出～

２．街の記憶
～記憶を次代へ伝える工夫～

３．ふれあい・にぎわい・ひとやすみ
～出会いとやすらぎの場づくり～

４．よりみち・まわりみち・わたしの街
～回遊性のある空間づくり～

５．くらしのしつらえ
～日常生活の演出～

６．ここちよい素材・色・形
～自然の素材の活用とやさしさを感じさせる形状～

７．街のアクセント
～わかりやすいサインの設置～



１．みどり
～多様性のあるみどりの創出～

梅ヶ丘駅前のケヤキが、駅を降りた人たちを出迎えてくれている。

１１

大きな木は遠くから見えるシンボルとなり、空間の演出
の主役として活きている。

連続性のあるみどりにより、人々が歩く楽しみを見い出
せている。

羽根木公園をはじめとして、丘陵部にはまとまったみどりが分布して
いる。

地形に沿ってあるみどりのまとまりを活かすことで、界
わいの魅力がつくりだされている。

北沢川は、江戸時代初期に玉川上水から分水され、長く地域の田畑を
うるおしてきた。昭和４０年以降、暗渠化の際に上部は緑道として整
備し、様々な樹木が植えられた。

羽根木公園のウメやサクラは、界わいを特徴づける樹木となっている。

土地に合った樹木を植えることで、四季を通して界わい
の魅力が感じられる。

丘陵部分にまとまったみどりが分布
し、界わいのスカイラインがつくりだ
されている。

北沢川緑道のサクラや赤堤通りのハ
ナミズキは、まとまったみどりをつな
いでいる。

この界わいには、武蔵野らしいケヤ
キ、ナラ、シラカシ、またイチョウや
クスなどのシンボル樹があり、梅丘の
地名にあるように羽根木公園のウメも
界わいを特徴づけている。



 地形に沿ってまとまったみどりを活かしていく。

 人々が歩き続けたくなるようにみどりをつなげていく。

 街のシンボルとなる樹木を植えていく。

 武蔵野らしいこの界わいに合った樹木を植えていく。

 生物の多様性を育むみどり、誰もがほっとするみどりをつくっていく。

小田急線から見えるまと
まったみどりの風景を大
切にする。

シンボルとなる木を植え、
生き物や子どもが集まる
場所にする。

街を特徴づけるみどり

テラスは、みどりを通じて交流ができる場としたり、まとまった
みどりやシンボルツリーが望めるよう、工夫をしていく。

かつて、家屋の北側には、防風のためのシ
ラカシ、南西には日よけのケヤキ、庭には
果樹を植えていた。色、音、匂いを感じる
みどりをつくる。

１２



梅丘中学校前は、住民と区が一緒に検討し、界わいにある草花を陶板
に焼いて、設置するなどの工夫を行っている。

北沢川緑道には、かつては北沢川であったことを示す橋の名前の入っ
た橋名柱がある。

１３

２．街の記憶
～記憶を次代へ伝える工夫～

橋名柱が当時の面影を偲ばせ、その場所の語り部として
活かされていることで歴史が引き継がれている。

先人が意思を持ってつくりだしたものを大切にしていく
ことで、文化などが後世の人に引き継がれている。

住民と区の協働により、時代ごとの新たな街の記憶がつ
くられている。

羽根木公園は、かつては六郎次山、
根津山と呼ばれていた。
この界わいの小高い場所には神社仏
閣があり、辻や角には地域を守る地蔵
尊がまつられている。
「やさしいまちづくり」では、界わ
いにある草花を陶板に焼いて、新たな
街の記憶がつくられた。

赤堤山善性寺は、１７１５年に世田谷勝国寺の住職によって建立され
た。杉並木の参道には１本の大ケヤキがそびえている。

羽根木公園は、六郎次という鍛冶屋が住んでいたことから六郎次山、
また、敷地の一部が根津財閥の所有であったため、根津山と呼ばれて
いた歴史がある。自然あふれる空間として、長年親しまれてきており、
地元の人々は今でも愛着を込めてそう呼んでいる。

地形や樹木に昔からの土地や暮らしの息づかいが残り、
今につながっている。



土地の記憶・くらしの記憶

 昔からの土地や暮らしの息づかいが残る地形や樹木、先人が意思を
持ってつくりだしてきたものを大切にしていく。

記憶を次代へ伝える工夫

 残したい伝承、伝えたい記録を、子どもにもわかりやすく伝えてい
くための工夫や試みを行っていく。

親しみやすい樹名板で示す。 説明板や橋名柱により、地
域の成り立ちを、子どもに
もわかりやすく伝える。

地域になじみのあるものを
デザインに活かす。

１４

住民参加でつくるものは、街の風景となっていく。これまで、住
民とともに「やさしいまちづくり」の試みを重ねてきた。参加の
手法を取り入れながら、街の記憶を未来へつなぐ工夫をしていく。



１５

３．ふれあい・にぎわい・ひとやすみ
～出会いとやすらぎの場づくり～

待ち合わせの場所や自然と言葉を交
わせる場所、人と人との交流が生まれ
てくる場所が点在することで、街には
活気がでてくる。

出会いとやすらぎの場は、ほんの小
さな場所から広がっていく。

誰かに出会える場所、人と人との交流を生み出す場所を
つくりだすことで、人々の笑顔が生まれている。

小さな空地で開催される地域のバザーなど、人々が場所に関わること
で空地は活気づく。

小さな空間でも工夫することで、様々なイベント空間へ
と早変わりできる。

豪徳寺駅前の花壇がある広場は、時にはお祭り提灯が掲げられる。に
ぎわいの空間が、まちかどの小さな空間から生まれている。

座れる場所を増やしていくことで、誰もが安心して歩く
ことのできる環境がつくられている。

北沢川緑道の光明橋付近にある屋根付きベンチは、雨宿りもできる休
息空間になっている。

訪れる人も、住んでいる人も、多くの人が愛着の持てる
場所をつくることで、界わいの魅力を高めている。

梅ヶ丘駅北口にあるサインと椅子は、待ち合わせやひとやすみに丁度
よい。



様々な人と一緒に活動でき
るしつらえにする。

みどりなどのある空間には、
集いの場所として、ベンチ
や遊具などを置く。

交流の場所が生まれるよう
な、ちょっとした空間をつ
くる。

 人と人との交流が生まれる場所を小さな空間でもつくっていく。

 気軽に座れる場所をつくっていく。

 街なかに、ほっとできる場所をつくっていく。

安心の場所づくり

１６

小さな空間でも人々の憩いや交流の場所として活かすことができ
る。人々が街に気軽に出られるように、ベンチなどを設置したり、
街と関わりやすいしつらえをつくっていく。



１７

４．よりみち・まわりみち・わたしの街
～回遊性のある空間づくり～

誰かと一緒に歩くことは楽しい。そのことを可能にして
いるみちは、気持ちも明るくしてくれる。

梅丘中学校の生徒が朝夕通る通学路のスロープは、車いす使用者と共
に幾人もが横に並んで通れるゆったりした設計になっている。

みちや建物と緑道に連続性を持たせ、歩きやすいみちづ
くりをすることで回遊性が生まれている。

総合福祉センター付近のみちや建物は、北沢川緑道とつながりを持た
せた整備を行っている。

ふとした瞬間に別の風景が現れたりする発見の多い街は、
歩いて楽しい街となっている。

みちが交差するところは、思いがけない発見があったり、新鮮な感動
をもたらす。

自然の変化が五感で感じられるみちは、潤いのある街を
つくっている。

梅丘図書館前は、レンガを活かしたみちと木々のある広場が一体的に
整備されている。初夏にはヤマモモがたわわに真っ赤な実を実らせる。
果実の木は、色や匂いで季節を伝えてくれる。

やすらぎを感じたり、思いをはせたりすることができる
場所があることで、落ち着いた気持ちになる。

松葉稲荷の小緑地は、緑に包まれた静かな空間となっており、落ち着
きに満ちている。

安心して歩きやすいみちがつながっ
ていると、歩くことが楽しくなる。季
節を感じたり、友人などとの大切な時
間もつくられる。

いつもと違うみちを歩くと、気づか
なかった景色に出会う。そんな時は、
ちょっとワクワクしたり、秘密の場所
を発見したような気持ちになる。



歩いて楽しいみちづくり・場所づくり
 安全にゆったりとした気持ちで歩ける空間をつくっていく。

 緑道や公園、環境空地などとのつながりに配慮し、回遊性のある空間を
つくっていく。

 歩いて楽しくなるみちや、やすらぎを感じる空間をつくっていく。

 自然の変化を感じられたり、自然や暮らしの音色が聞こえる街をつくっ
ていく。

奥行きを感じさせることで、
変化を楽しみながら歩ける
みちをつくる。

１８

誰かに出会ったり、新たな
楽しみを見つけたりできる
発見が多い空間をつくる。

安心・安全にみちを歩くこ
とができる、ゆったりとし
た空間をつくる。

みちと一体的に整備し、歩きやすく、そして歩きたくなる空間を
つくっていく。ユニバーサルデザインによる整備を行いながら、
さらに楽しく安心して歩けるように、植栽、舗装、道路占用物や
ストリートファニチャーなどを整備していく。



１９

５．くらしのしつらえ
～日常生活の演出～

「しつらえ」は人を迎える「おもて
なし」のひとつである。

「しつらえ」を工夫した景色がある
と、もっと素敵な街になり、様々な人
が住みたい、訪れたいと思う街になっ
ていく。

街に対して一体性のある広がりを持った空間は、訪れた
人をここちよく迎えている。

梅ヶ丘駅前は、改札口前の空間から駅前広場に向かって、駅施設と街
に一体性を感じる広がりのある空間となっている。

内と外の空間がつながることで、コミュニケーションが
生まれやすい場所となっている。

豪徳寺駅から山下駅へ向かう小路は、みちに開かれたつくりの店が多
く、親しみやすい空間となっている。

施設や植栽の配置を工夫したしつらえは、街の風景の連
続性をつくっている。

総合福祉センターの駐車場では、木々を活かして、駐車場がつくられ
ている。風景が途切れることなく、穏やかな気持ちで散歩できる空間
となっている。

時間や場所がわかる、気づかいのある工夫は、街のやさ
しをつくっている。

山下商店街にある郵便局の出入口上にある時計は、通勤・通学者や買
い物客などに、時刻を教えてくれている。



街にとけこむ建物
 開かれた出入口、植栽の工夫、誰もが安心・安全に使えるトイレなど
街と一体性のあるしつらえにしていく。

「おもてなし」の心を形に

 気づかいのある工夫は、界わいに住む人や訪れる人のここちよいと感
じる場所をつくっていく。

駐車場は、街からの見え方
に工夫する。

２０

街に開かれた建物とみちとの一体性のあるスペースは、人々が交
流しやすく、生活感のある界わいをつくっていく。

建物や敷地は、街に向かっ
て開かれた整備をする。

時計、照明などのさりげな
い気づかいを演出する。



２１

６．ここちよい素材・色・形
～自然の素材の活用とやさしさを感じさせる形状～

昔から使われている自然の素材は、街の趣や奥行きを生
んでいる。

やわらかい形状にすることで、人々に安心感を与えてい
る。

「やさしいまちづくり」において、北沢川緑道などの様々な場所で使
われているレンガタイルは、界わいの基調色となっている。

羽根木公園周辺で使われている自然石などの色合いや風合いは、やさ
しさを感じさせる。

羽根木公園には、玉石の石積みや和風庭園があり、趣が感じられる。

北沢川緑道の植栽桝は、やわらかい印象を持たせる円形になっており、
散歩する人などが腰掛けやすいしつらえとなっている。

赤堤通りでは、地域になじむようにデザインされた曲線状の植栽枡が、
整備されている。

レンガタイルは、あたたかみを感じさせ、界わいの一体
性を醸しだしている。

自然の色合いや風合いを用いることで、ここちよい空間
をつくりだしている。

使いやすい形状や大きさにしつらえることで、人にやさ
しい空間となっている。

自然の色合い、風合いを取り入れた
場所は、人にやさしく、ここちよい空
間として受け入れられる。

あたたかみを感じさせる材料、自然
の素材、落ち着いた色彩、やわらかい
形状を考慮し、地域と調和したみちは、
趣があり、歩行者に安心感を与える。



自然の色合い、風合い

 地域になじんだ自然の落ち着いた色合いや風合いを、屋根や外壁、
外構の色、みちや公園の仕上げに取り入れていく。

あたたかみを感じさせる素材、やわらかい形状

 あたたかみを感じさせる材料、自然の素材、花や木々などをモチー
フにしたやわらかい形状を考慮し、地域と調和したしつらえにして
いく。

２２

自然の素材を工夫して、整
備に取り入れる。

地域にある木々や住宅の落
ちついた色調を新たにつく
るものに活かす。

車止めや縁石などをやわら
かみのある形状にする。

緑道などの人々が行き交う場所では、自然の素材ややわらかみの
ある形状を活かして整備していく。



２３

７．街のアクセント
～わかりやすいサインの設置～

待ち合わせ場所にある街のシンボルは、わかりやすい目
印となっている。

光明特別支援学校の角にある辻広場は、路面に住民参加でつくった区
の花「サギ草」のビー玉モザイクが埋め込まれていて、印象的な空間
となっている。

豪徳寺駅の改札を出てすぐのところにある「まねき猫」は、待ち合わ
せの目印となっている。

梅ヶ丘駅北口にあるサインは、ワークショップを通して設計された。
サインの脇には、利用する人の意見が活かされ、ひと休みできる場所
が整備されている。

みんなが欲しい情報を、安全でわかりやすい場所に適切
に配置することで、人に親切な街となっている。

北沢川緑道の光明橋付近にあるサインは、立ち止まって見やすい場所
に設置されており、散歩する人の目にもとまりやすくなっている。

羽根木公園内のサインは、独特な形状であるだけでなく、その形で方
向を指し示している。

住民参加でつくった場所は、記憶に残る印象的なものと
なっている。

サインの形状を工夫することで、人の目を引き、わかり
やすいものとなっている。

利用する人の立場でつくられているサインは、わかりや
すく、使いやすいものとなっている。

楽しく歩けるように工夫された街の
サインは、街のアクセントであり、わ
かりやすいサインは、日常に欠かせな
いものである。

街に散りばめられた様々なサインは、
界わいに住む人や訪れる人の印象に残
り、ここちよい記憶として残っていく。



人の動線や視線を考え、サ
インとともに、ベンチや照
明のしつらえを工夫する。

様々な人にわかりやすく、
使いやすいサインを設置す
る。

人の目にとまる街のアクセント
 待ち合わせの目印や記憶に残る印象深い場所をつくっていく。

みんながわかる情報
 誰にでもわかりやすい情報を、安全に配慮して、適切に配置していく。

２４

歩行者の目にとまりやすい
ところにサインを設置する。

遠くからみてもわかりやすい目印や時計、サインのしつらえは、
人々が集まる場や待ち合わせの場になることを踏まえて、総合的
なデザインを検討していく。
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